
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  損害賠償金を分割して支払う場合 

Ｑ：この度、私が昨年、仕事中に過失によ

り起こした損害賠償金の額が決まったため、

支払いをするのですが、今年と来年に分けて

支払うことになりました。この損害賠償金は、

いつの必要経費に計上したらいいのですか？ 

 

Ａ：総額を一括して未払金に計上すること

は認められず、その年金の支払期日が到来す

る都度、その支払期日の到来した金額を必要

経費に算入していくことになります。 

【解説】 

所得税では、業務の遂行に関連して他の者に

与えた損害を賠償するための損害賠償金は、そ

の債務が確定したときの必要経費に算入され

ることとなっています。しかし、損害賠償金を

分割して支払う場合には、これを支払うべき日

の属する年分の必要経費に算入することとし

ています。 

これは、損害賠償金を分割で支払うこととし

ている場合には、支払期日が到来してはじめて

債務が確定すると解されることから、総額につ

いて当事者間で合意があったとしても、総額を

一括して未払金に計上することは認められず、

その年金の支払期日が到来する都度、必要経費

に算入していくこととしているのです。 

この取扱いは、その分割払いが、1年を超え

る期間にわたって、あらかじめ定められた日に

支払われるものであるときに適用されます。 
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